
相続の基礎知識とは

子どもや身内に迷惑かけたくない

遺言って、どうすればよいの？

相続登記の義務化って

ふるさとの土地はどうしようか

専門家への相談はどうすれば？

避難されている方へお知らせ

主催

団体連絡先 〒231-0011 横浜市中区太田町4-47 コーワ太田ビル7F

メール ayumu.tomoni@gmail.com ホームページhttp://hinansha-shien.net/

※この事業は2025 年度福島県県外避難者への相談・交流・説明会事業の事業統括団体（一般社団法人ふくしま連携復興センター）より、 
    当会が受託し実施するものです。 20250117

「相続・成年後見についての勉強会」を開催します

これからのご不安の解消のために

「先々不安がある」

「基礎知識を知っておきたい」・・・など、

福島県の司法書士がわかりやすくご説明します。

皆さん、お気軽になんでも相談できます。

どうぞ、ご参加ください

日時 ：１月１７日（土）
午前10時00分から11時30分まで

場所 : かながわ県民センター１１階
講義室１ （横浜市西区）

横浜駅 きた西口 徒歩約５分

お申込みはお電話で  070-5577-0311 受付日時：月～木 / 午後1時～5時

2026年

【講師】
司法書士 高橋 文郎
福島県司法書士会
日本司法書士会連合会 理事

※同日11時40分から、別室でお茶っこがあります。高橋講師も参加します、よろしければどうぞ！
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